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この手引きは、国立研究開発法人国立環境研究所（以下「NIES」という。）が実施する委

託契約に係る事務の処理方法等をまとめたものである。委託契約に関する事務は、国立環境

研究所委託業務規程及び契約書に定めるもののほか、原則として本手引きによるものとす

る。ただし、再委託契約においては、原契約の委託元からの指示が優先される場合がある。

また、本手引きに記載のない事項については、事前に NIES と協議の上実施すること。

この手引きについて 
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（昨年度からの改正点） 

 ・委託業務規程の改正に伴い、委託先が地方公共団体である場合を除き、契約締結ま

での手続きが変わりました。 
 ・委託業務規程の改正により、規程で定めていた各種様式が一部改正されました。 
 ・積算基準について改正し、積算方法も改めました。 
 ・積算様式の変更に伴い、記載方法や提出頂く提出物についても、一部変更となり

ました。 
 
 （参考）国立環境研究所ホームページ TOP > 外部連携 > 委託業務 

https://www.nies.go.jp/jyutaku_itaku/index.html 
  
  

https://www.nies.go.jp/jyutaku_itaku/index.html
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Ⅰ．契約事務の基本的な流れ 
１．契約締結までの流れ 

１－１．地方公共団体との委託契約の場合 
① 委託業務実施計画書提出依頼文書（公文）、委託業務実施要領、委託契約書（案）

の提示（NIES 会計課→貴機関） 
↓ 

② 委託業務実施計画書等の提出 （貴機関→NIES 会計課） 
↓ 

③ 委託契約書（正２部、NIES 押印済）の送付 （NIES 会計課→貴機関） 
↓ 

④ 委託契約書（正１部、両者押印済）の返送、附属書類（「情報セキュリティポリ

シーの遵守及び情報セキュリティ体制等の届出書」、及び必要に応じ「確認書」）

の提出（貴機関→NIES 会計課） 

 
１－２．地方公共団体以外（民間等）との委託契約の場合 -New- 

① 見積書提出依頼（事務連絡）、委託業務仕様書、委託契約書（案）の提示 

（NIES 会計課→貴機関） 

   ↓ 

② 見積書等の提出（貴機関→NIES 会計課） 

   ↓ 

③ 委託契約書（正２部、NIES 押印済）の送付 （NIES会計課→貴機関） 

   ↓ 

④ 委託契約書（正１部、両者押印済）の返送、附属書類（「情報セキュリティポ

リシーの遵守及び情報セキュリティ体制等の届出書」、及び必要に応じ「確認

書」）の提出（貴機関→NIES 会計課） 

 

以上により契約締結となります。 

ここまでの提出書類については、以下の２．契約締結に係る必要書類を参照のこと。 

 
２．契約締結に係る必要書類 

契約締結の際、NIES に提出していただく書類は下表のとおりです。 

提出書類について、押印省略での提出が可能です（委託契約書を除く）。押印省略を

する場合は、PDF のみでの提出で構いません。 

紙媒体で提出する場合は、事前に電子データを itaku-keiyaku@nies.go.jp までお送り

ください。 
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① 委託業務実施計画書または見積書提出時 

No. 提 出 書 類 
部

数 

提出方法 

紙 PDF 

1 

委託業務実施計画書（地方公共団体） 

または 

見積書（地方公共団体以外（民間等）） 

１

部 
△ ○ 

2 

実施計画書または見積書の積算根拠資料

（単価根拠となる見積書やカタログ、各  

種規程類など） 

１

部 
△ ○ 

3 
口座情報・精算等担当者登録用紙 １

部 
△ ○ 

 

②契約締結時 

No. 提 出 書 類 
部

数 

提出方法 

紙 PDF 

1 
委託契約書 

 

１

部 
○ × 

2 
確認書（日本版バイドール適用の場合） １

部 
△ ○ 

3 
情報セキュリティポリシーの遵守及び情報

セキュリティ体制等の届出について 

１

部 
△ ○ 

 

３．作成時の注意事項 

 契約締結に必要な書類の作成に当たっては、下記 NIESホームページ、または契約締

結時にご案内します。 

【NIES ホームページ】トップページ > 外部連携 > 委託業務 > 3.各種様式等 

https://www.nies.go.jp/jyutaku_itaku/index.html 

（１）委託業務実施計画書及び見積書提出時の必要書類 
 ① 委託業務実施計画書及び見積書 

 「Ⅲ．経費執行上の注意点」を必読の上、記載例に基づき作成をお願いします。 

 提出の際は、電子メールで NIES担当者（itaku-keiyaku@nies.go.jp）宛てにお送

りください。 

② 実施計画書または見積書の積算根拠資料 

委託業務実施計画書または見積書の提出時には、表１．に記載の積算根拠資料を

提出願います。 

https://www.nies.go.jp/jyutaku_itaku/index.html
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表 1． 費目毎に必要な根拠資料等一覧 

種別 
経費 

区分 
費目 支出の部 積算根拠資料の例（参考） 

直接的 人 件

費 

人件費 貴機関の人件費単価規定（給与規程等） 

経費 業 務

費 

旅費 ①日当・宿泊費等：貴機関の旅費規程（規程本文を含む） 

②鉄道運賃：経路運賃検索WEB画面のハードコピー（「駅すぱあと」など

） 

③バス運賃：バス会社HPの運賃表など 

④航空運賃（国内）：航空会社HP運賃検索画面のハードコピーなど（※

最低でも往復割引が適用されていること） 

⑤航空運賃（外国）：旅行会社の見積書（※見積書の添付が原則だが、

難しい場合は航空会社HP等の料金表画面（諸税・施設使用料等が明記

されているもの）のハードコピーでも可） 

  諸謝金 貴機関の謝金規程 

  備品費 業者見積書の写し等、単価の明記されている資料 

 

 

 消耗品費 添付不要（※但し、求めに応じ提出できるように、貴機関で保管してお

いてください。） 

※単価が税込10万円以上の物品については、「消耗品計上理由書」が 

必要となります。 

  賃金 貴機関の賃金単価が示されている規程類（給与規程等） 

  借料及び損

料 

業者見積書の写し等、料金表や単価の明記されている資料 

  雑役務費 （同上） 

  印刷製本費 （同上） 

  その他経費 （同上） 

  外注費 （同上） 

  再委託費 見積書・見積内訳書の写し（各経費の積算根拠を含む） 

  消費税等 

相当額 

不要 

間接的 

経費 

一般管理費 不要 

 

  



 

4 
 

 ③ 口座情報・精算等担当者登録用紙 

 NIES の財務会計システムに貴機関情報を登録するため、事前に委託費の振込先口

座情報、及び精算手続き等担当者の情報を電子ファイルにて提出いただきます。 

前年度に引き続いて契約を締結する場合でも、お手数ではございますが毎年度新た

にご提出願います。 

また、契約期間中に変更が生じた場合は、修正したものを NIES までお送りくださ

い。 

ア）口座情報について 

 委託費の支払に当たっては別途請求書の提出が必要となりますので、ご注意願い

ます。 

 また、原則「前払い」を選択していただきますようお願いします。 

イ）精算等担当者情報について 

 契約締結後、完了報告・精算報告等のご提出に当たり、窓口となる方の担当者名

をご記入ください。複数名となる場合は、最大２名まで登録可能です。 

 

（２）契約締結時の必要書類 
 ① 委託契約書 

  NIES 押印済みの委託契約書２部を送付しますので、２通ともに契約印を押印の上、

そのうち１部をご返送ください。（残り１部は貴機関で保管してください。） 

※本委託契約は準委任契約になるため、収入印紙は不要です。 

 

 ② 確認書 

 本契約は、国の資金を原資として委託を行うものであるため、「日本版バイ・ドー

ル制度（条項）」（産業技術力強化法第１７条）の対象となります。 

 日本版バイ・ドール制度は、国の資金を原資として研究を行った場合に、その成果

である発明に関する特許などの権利を、委託者（NIES）が持つのではなく、受託して

実際に研究開発を行った者（貴機関）が持つことを一定の条件下で可能とする、とい

う規定です。 

 委託契約書に基づき、日本版バイ・ドール条項の適用を希望される場合は、確認書

をご返送願います。（契約締結日と同日付でご提出願います。） 

 また、特に適用を希望されない場合は、「確認書」の提出の必要はございません。 

 

 ③ 情報セキュリティポリシーの遵守及び情報セキュリティ体制等の届出について 

 委託業務の実施に際しては、実施要領または仕様書に規定された「情報セキュリテ

ィの確保」に基づき、国立環境研究所情報セキュリティポリシーを遵守していただく

とともに、委託業務に係る情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制について
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ご提出いただいております。別紙様式１又は２のいずれかにより作成ください。なお、

様式１を使用する場合は、情報セキュリティ管理規程・規則類を必ず添付の上ご提出

願います。 

 
４．契約締結～委託業務完了までの流れ 

① 委託業務費前払請求書の提出（貴機関→NIES会計課）※ 

前払いを希望する機関については、契約締結後にご提出ください（契約書返送

時に併せて提出でも可）。詳しくはⅡ．委託業務費の支払い をご確認ください。 

    ↓ 

② 業務実施（貴機関） 

↓ 

③ 研究結果報告書の提出（貴機関→NIES 研究担当者） 

    ↓ 

④ 委託業務完了報告書、委託業務精算報告書の提出（貴機関→NIES 会計課） 

    ↓ 

⑤ 委託費の額の確定通知書の送付（NIES 会計課→貴機関） 

委託業務精算報告書類を精査するとともに、必要に応じ実地検査等を実施し、

額の確定を行います。NIES より、額の確定通知書を送付します。 

    ↓ 

⑥ 委託業務費精算払請求書の提出（貴機関→NIES 会計課） 

精算払いが必要な機関については、上記⑤において確定した金額に基づき、

委託業務費精算払請求書を提出してください。詳しくはⅡ．委託業務費の支払

いを参照。 
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Ⅱ．委託業務費の支払い 
 委託費の支払いに当たっては、「前払い」か「精算払い」のいずれかで請求できますが、

原則「前払い」を選択いただきますようお願いします。 

 なお、委託費の入金日を確認されたい場合には、事前に NIES へご連絡願います。また、

請求者名については契約者名と同一にしていただくようお願いいたします（貴機関の規

定により請求者が別に定められている場合を除く。）。 

 

１．前払いの場合 

 委託契約の締結後、前払請求書の発行により経費の請求を行うことができます。 

 契約手続き完了後に、貴機関様式の「委託業務費前払請求書」を作成の上、NIES へ郵

送してください（契約書返送時に併せて提出でも可）。なお、郵送前に電子ファイルで提

出いただければ、記載内容に齟齬がないか確認いたします。 

 ※契約件名、前払い請求であること。適格事業者である場合は、事業者番号、10%消費

税対象額と 10%消費税額が記載されているかご確認ください。 

 ※前払いを受けた後、精算時に不用額（執行残）が生じた場合には不用額を返還いた

だくこととなります。 

 ※押印省略版請求書の場合、PDF提出のみでも大丈夫です。 

 

２．精算払いの場合 

 完了報告、精算報告を経て委託額を確定した後、確定後の金額をもとに精算払いを行

います。NIES から送付する「額の確定通知書」を受理されましたら、速やかに貴機

関様式の「精算払請求書」にて請求してください。 

 ※契約件名、精算払い請求であること。適格事業者である場合は、事業者番号、10%

消費税対象額と 10%消費税額が記載されているかご確認ください。 

※押印省略版請求書の場合、PDF 提出のみでも大丈夫です。 

 

３．注意事項 

 契約時に「口座情報・精算等担当者登録用紙」にて登録いただいた振込先口座につい

て、契約締結後に変更があったときは NIES までご連絡ください。 

 また、委託業務費前払請求書・委託業務費精算払請求書には、契約時に登録済みの口

座と同一の口座を記載願います。  



 

7 
 

Ⅲ．経費執行上の注意点 
１．経費の定義等について 

 委託費の経費区分は基本的には以下のとおりですが、再委託契約等において原契約の

委託元から経費区分の指定がある場合は、以下にかかわらず、提示された経費区分及び

定義に従ってください。 

表２．経費区分とその用途、注意事項一覧 

種別 
経費 

区分 
費目 定義及び内容 

直接的

経費 

人件費 

 

人件費 【定義・内容】 

 本委託業務に直接従事する研究者や委託業務のために臨時に雇用するポ

スドク等研究員の本委託業務契約期間内の人件費（原則として、本給のほか

、賞与、諸手当及び法定福利費の事業主負担分を含みます）。 

【注意事項】 

①国立試験研究機関及び国からの交付金により人件費を手当てしている独

立行政法人、国立大学法人等の職員は人件費を計上できません。 

※他の経費からの人件費支出との重複について特に注意してください。 

②本業務以外の用務にも従事する場合、雇用期間を切り分けるか、あるいは

エフォート率に応じた按分を行ってください。精算時にエフォートの根

拠を明示できない場合は人件費の計上は認められません。 

③赴任旅費や赴任手当に関しては、本業務に専従する場合で、規程に基づく

もの、なおかつ委託契約期間内で６ヶ月以上の雇用契約を結ぶものであ

れば計上可能です。。 

④通勤手当等を数ヶ月分まとめて支払う場合でも、契約期間外の分について

は、月割り等で除外してください。 

 業務費 旅費   国内旅費  

【定義・内容】 

 調査、研究等に必要な職員（ポスドク等委託業務のために臨時に雇用する

研究者を含む）及び業務に従事する学生の旅費（国内）。 

【注意事項】 

①学会・国際研究集会等への参加のための旅費を直接的経費で積算する場合

、研究上不可欠な調査等の実施のほか、本委託業務の成果の発表や研究上必

要な学会・シンポジウムの議長業務等については支出可能であるが、単なる

学会の聴講のための支出は認められません（国内、海外問わず）。 

②航空機の利用クラスは原則エコノミークラス割引運賃とし、やむを得ない

場合を除き最低でも往復割引運賃を利用してください。 
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種別 
経費 

区分 
費目 定義及び内容 

③学生の出張は相当の理由がある場合のみとし、学生単独での滞在を含む出

張は認められません。 

④委託業務とそれ以外の業務が一連となっている場合は、委託業務に係る経

費（前業務が終了した時点から本委託業務が終了した時点）のみを計上して

ください。 

     外国旅費  

【定義・内容】 

 貴機関所属の職員が外国に出張する際の旅費。海外在住の研究者の第三国

への出国及び第三国内での出張は、実態の把握が困難であるため認められま

せん。 

【注意事項】 

①学会・国際研究集会等への参加のための旅費を直接的経費で積算する場合

、研究上真に不可欠な調査等の実施のほか、本委託業務の成果の発表や研

究上必要な学会・シンポジウムの議長業務等については支出可能である

が、単なる学会の聴講のための支出は認められません（国内、海外問わず

）。また必要最小限のみの計上しか認められません。 

②航空機の利用クラスは、原則エコノミークラス割引運賃としてください。 

③旅券の交付手数料の計上は認められません。 

④学生の出張は相当の理由がある場合のみとし、学生単独での滞在を含む出

張は認められません。 

⑤委託業務とそれ以外の業務が一連となっている場合は、委託業務に係る経

費（前業務が終了した時点から本委託業務が終了した時点）のみを計上し

てください。 

    外国人招へい旅費  

【定義・内容】 

 外国の研究機関の研究者を招へいする旅費。ただし、日本以外の第三国へ

招へいする費用及び日本以外の第三国内での移動にかかる旅費は認められ

ません。 

【注意事項】 

①航空機の利用クラスは、原則エコノミークラス割引運賃としてください。 

    委員等旅費  

 検討会等の会合に出席を依頼した場合の委員や、外部の研究協力者等に支

払う旅費（国内・国外）。 
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種別 
経費 

区分 
費目 定義及び内容 

【注意事項】 

①航空機の利用クラスは、原則エコノミークラス割引運賃とし、やむを得な

い場合を除き最低でも往復割引運賃を利用してください。 

②当該業務の実施に必要な知識、技術、情報、意見等の提供・収集のための

出張であることが要件となります。 

③委託業務とそれ以外の業務が一連となっている場合は、委託業務に係る経

費のみを計上してください。 

  諸謝金 【定義・内容】 

 調査・研究への寄与に対する謝金。会議出席謝金、講演謝金、原稿執筆謝

金、被験者謝金等。 

【注意事項】 

①「謝金」という呼称を用いていても、労務等に対する謝金であって実質的

に賃金と同様の扱いとなるものは、「賃金」の費目で計上してください。 

②検査・分析等を契約等に基づき単発でなく何回かに分けて継続的に、ある

いは、まとめて医療機関に依頼する場合は、「謝金」ではなく「外注費」

として計上してください。 

③NIES研究者への謝金の支出はできません。 

  備品費 【定義・内容】 

 備品（１０万円以上（税込）の物品）の購入に係る費用。（下記の「

消耗品費」に属さないもの） 

【注意事項】 

①原則備品の購入は認めない。業務に使用する機械器具は、レンタル・リー

ス等により導入することを原則とします（その場合でも、PC等の事務用機

器を直接的経費で手当することは認められません）。 

なお、レンタル・リース料は「借料及び損料」として計上してください。 

  消 耗 品

費 

【定義・内容】 

 当該業務に直接必要な消耗品の購入に係る費用です。 

「消耗品」は、以下に掲げるものとします。 

 １）取得価格が１０万円未満（税込）の物品 

 ２）取得価格が１０万円（税込）以上の物品のうち、次に掲げる物品 

 ①比較的長期（おおむね１年）の反復使用に耐えない物品 

 ②１年を限度として、その用を足さなくなる物品 

【注意事項】 
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種別 
経費 

区分 
費目 定義及び内容 

①税込み１０万円（税込）以上のものであるが消耗品として扱う必要のある

ものは、消耗品である十分な理由を提示してください。 

②専ら本業務に使用するという説明がつかないもの、本業務以外にも容易に

転用できる汎用品（事務用品など）については、直接的経費での計上は認

められません。 

③「雑消耗品」（品目が特定されないもの）の計上は不可です。 

④ガソリン代は消耗品費に計上してください。 

  賃金 【定義・内容】 

 本業務遂行のための補助員を雇用する賃金。（会計などの事務補助、研究

の補助（ポスドク以外の技術者等）等の業務が対象） 

【注意事項】 

①本業務以外の用務にも従事する場合、雇用期間を切り分けるか、あるいは

エフォート率に応じた按分を行うこと。精算時にエフォートの根拠を明

示できない場合は賃金の計上は認められません。 

②通勤手当等を数ヶ月分まとめて支払う場合でも、契約期間外の分について

は、月割り等で除外してください。 

  借 料 及

び損料 

 

【定義・内容】 

 機械器具借料及び損料、会場借料、圃場借料、物品使用料及び損料、レン

タル・リース料、レンタカー代（ただしガソリン代は消耗品費、高速道路利

用料・通行料は通信運搬費）。 

①委託業務のみに使用することが確実であって、金額内訳が算出可能な場合

は計上を認めます。 

  雑 役

務費 

 

【定義・内容】 

 委託業務を遂行する際に付属する業務にかかる費用や、軽微な業務を外

注する際の経費。 

①学会参加費（発表する場合のみ計上可。ただし年会費※、懇親会費等の

計上は認めない。） 

※発表するのに必須なら計上可（それが分かる資料を提出） 

②研究成果発表費（論文審査料、論文投稿・掲載料（論文掲載料と別刷代

との分離が難しいときは、印刷製本費に含める。）、翻訳・校正費、成果

報告等出版費、ホームページ作成費等（いずれも印刷製本費に該当する

ものを除く。）） 
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種別 
経費 

区分 
費目 定義及び内容 

③広報費（ウェブページ、ニュースレター等）、広告宣伝費、求人費（本

業務を専業で行う場合に限る、他の業務とまとめて募集する場合は、認

めない。） 

④保険料（業務・事業に必要なもの） 

⑤データ・権利等使用料（特許使用料、ライセンス料（買い切りのソフト

ウェアは備品費又は消耗品費へ）、データベース使用料等） 

⑥特許関連経費 

⑦薬事相談費 

⑧薬品・廃材等処理代 

⑨書籍等のデータ化 

⑩派遣会社を通じた研究員・職員費 等 

⑪機器類の保守、修理料 

⑫振込手数料 

【注意事項】 

・発注した経費に、一般管理費、諸経費等の間接的経費が含まれている場

合は「外注費」に計上してください。 

・委託業務実施計画書若しくは仕様書にて受託者が行うべき業務を、他者

に請け負わせる、又は再委託する場合、「外注費」に該当します。 

  印 刷

製 本

費 

【定義・内容】 

 写真代、図面コピー代、発表論文の別刷、ＤＶＤ等への焼き付け等。 

【注意事項】 

①必要以上に華美な装丁のための費用の計上は認められません。 

  そ の 他

経費 

【定義・内容】他の費目に該当しない直接経費（会議費、通信運搬費、光熱

水料費） 

会議費関係 

 委託業務により開催する検討会等、公式な会合の開催時等に支給したお茶

や弁当類（弁当については午前～午後にまたがる会議であることなど合理  

的な理由がある場合のみ認めます）。 

【注意事項】 

①原則として、飲み物（酒類を除く。）と弁当のみ支給可能です。お茶菓子

は支給不可とします。 
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種別 
経費 

区分 
費目 定義及び内容 

②支給額は基本的に貴機関の規定に基づき決定しますが、飲み物については

1人当たり300円（税抜）、弁当は１人当たり1,500円（税抜）を限度として

ください。精算時は軽減税率に留意してください。 

   通信運搬費関係 

 委託業務の遂行上必要となる郵便料、試料等運搬費、高速道路利用料、電

話料等の費用が該当します。 

【注意事項】 

①電話料については、研究に直接的に必要であり、かつ回線の契約を分ける

などして、本業務以外に使用しないことが明確であるものに限ります。 

   光熱水料費 

 当該委託業務のみに使用される居室等の光熱水料費。（ただし、計上でき

る（条件あり（下記、【注意事項】参照） 

【注意事項】 

①原則、光熱水料費を直接経費で計上することは認められませんが、委託業

務の遂行上必要とされている施設であり、かつ委託業務に限定して使用さ

れる居室等の光熱水料費に限ります。 

②メーター等によって使用金額をその居室分のみで切り分けることが可能

である（証拠書類を用意できる）場合に限り、NIESの承認により計上可。 

  外注費 

（ 外 部

再 委 託

等） 

【定義・内容】 

 委託業務の実施に関し、業務の全部若しくはその主たる部分の処理を他

者に請け負わせる、又は再委託する場合の経費（一般管理費・諸経費等の

間接的経費を含むもの）。 

【注意事項】 

① 事前に書面等でNIESの承認を得たものに限る（Ⅳ.3.(2)参照）。 

② 外注費及び外注費にかかる消費税相当額の合計が直接的経費の１／２

以上となることは認められません。 

  消 費

税 相

当額 

【定義・内容】 

不課税取り引き及び非課税取引の総額にかかる、消費税等相当額 

消費税相当額＝（不課税取引総額＋非課税取引額総額）×消費税等率 

【注意事項】 

上記計算で生じた1円未満の端数は、切り捨てとしてください。 

間接的 

経費 

一般管理費 【定義・内容】 
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種別 
経費 

区分 
費目 定義及び内容 

 本委託業務に要した経費としての特定が困難なもの、直接的経費では計上

できない費用を賄うため、直接的経費（外注費、再委託費を除く。）の１５

％を上限として計上する経費。ただし、契約時の金額及び比率を超えて支出

することはできません。また、返還が発生する場合は、直接的経費の残額に

対して、契約時の直接的経費と間接的経費の比率での間接的経費の額も同時

に返還してください。 

インボイス制度影響消費

税相当額 

【定義・内容】 

仕入税額控除を受けることができない免税事業者等との取引の消費税

相当額のうち、経過措置適用額を除算した金額に、消費税及び地方消費税

の税率に相当する額を加算した金額 

【注意事項】 

契約締結時点の実施計画書及び見積書では考慮しません。精算報告時に

計上された場合でも、委託費の総額は変わりません。 

 

２．積算方法の変更について 

委託費の直接経費の計上方法について、「課税取引」「非課税/不課税取引」を積み上

げ、最後に「消費税相当額」を加算する方式としました。 

それに伴い、一般管理費も税込み額となります。 

計上方法イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託契約額 

直接経費 

一般管理費（税込） 

非課税/不課税  

課税（税込） 

×１０％ 

（消費税等相当額） 

× １５％以内 
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３．積算書（見積書）の計上方法について 

 消耗品費については、従来、1 品目＝1 行に記載頂きましたが、今後は「見積書１通」

にまとめた場合は、見積書の「件名」と「総額」をまとめて 1 行に記入する方式に改め

ました。 

   
明細入力変更イメージ

 

  

４．委託業務費の執行について 

 契約上、「委託業務実施計画書」によって契約締結する地方公共団体におかれまして

は、「委託業務実施計画書」に記載した執行計画に沿って、適正な執行管理のもと、研

究業務を進めていただきますようお願い申し上げます。 

明細入力変更   

【従来】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【従来】 

 

                    【改正後】 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見積書 
●●●●● 様 

株式会社△△△△ 
担当：■■■■ 
T＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○○○○外 ３点 
金額 ￥１１０，０００（税込） 

（税率 10％：10,000）） 

名称  単価  数量 単位 計（税抜） 
○○○○  20,000  3  個    60,000 
△△△△   1,500    5  本     7,500 
●●▲▲   1,000  10   組      10,000 
■■■■   4,500    5    set      22,500 
 
 
 
 
 
小計    （税率：10％対象） 100,0000   

⑧

消耗品明細

単価 金額
（税抜） （税抜）

【税抜記載分】

3 20,000 60,000 ●●●調査に使用する
5 7,500 37,500 〃

●●▲▲ 10 10,000 100,000 ■■■■分析用

■■■■ 5 22,500 112,500 〃

0

0

0

0

0

0

0

小計 250,000

250,000合　計

△△△△

備考

内 訳 別 紙

品 名 数量

○○○○

使用目的（簡潔に）

内訳別紙⑤
消耗品費

金額（円）
番号 名称 （課税） 内容

10% 8%
1 ○○○○外　３点 110,000 ●●●調査用、■■■■検査用

110,000 0 0

（不課税／非課税）
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 また、契約当初の見積書に計上していなかった備品の調達等は、原則認めておりま

せん。変更が必要な場合は事前にその理由とあわせ NIES 研究担当及び会計課に御連絡

ください。 

円滑な執行・精算処理のため、貴機関内での当手引きの周知徹底をお願いいたしま

す。また、執行上やむを得ず経費の使途の変更等の必要が発生した場合については、以

下の基準を参考にしてください。 

 

（１）備品費について 
 ①「委託業務実施計画書」及び契約当初の「見積書」に計上されたもののみ購入可能。

それ以外のものを事前連絡無く購入した場合、直接的経費での支出は認められませ

ん。 

 ②「委託業務実施計画書」及び契約当初の「見積書」に計上のない備品の購入が必要

になった場合は、必ず事前に NIESまでご連絡ください（事後報告は認められません。）。

ただし、必ずしも認められるとは限りません。 

 ③消耗品として購入予定のものでも、１０万円（税込）以上のものについては備品に

該当する恐れがあります。表２．の消耗品費欄を参照の上、判断の難しいものは NIES

までご連絡ください。 

 

（２）委託費として執行できない経費 
 表２．に記載のもののほか、「委託業務実施計画書」及び契約当初の「見積書」に計

上のない以下のもの（いわゆる一般的事務機器類等）については、金額の多寡に関わら

ず原則として本委託費での支出は認められません。 

 ①「ＰＣ本体」のほか、これらに付随する「ハードディスク」「ＵＳＢメモリ」「サー

バ」「液晶モニター」「スキャナ」「プリンタ」「ケーブル」「マウス」「キーボード」等

のＰＣ設備・接続機器類及び「タブレット端末」「スマートフォン」 

  ※なお記録媒体については、一回のみ使用できるＤＶＤ－Ｒ等について購入可。 

 ②「デジタルカメラ」「ビデオ・ＤＶＤビデオカメラ」「電子辞書」等、本委託業務以

外の使途に転用できるもの 

 ③基本的なソフト（ＯＳ、オフィスソフト類、ウイルス対策ソフト類等）、及びそのア

プデートソフト 

 ④研究室共通経費として支出する類のもの 

  例：一般的な文房具類、一般郵便、振込手数料、光熱水料費（電気・水道・ガス等）、

洗剤、スポンジ、茶碗、雑巾、お茶、白衣、実験用途以外のゴム手袋、ゴミ袋、

机、椅子、ロッカー、脚立、台車、架台等 

 ⑤前年度以前に購入済みで、社会通念上引き続き使用が可能と考えられるもの（ウェ

ットスーツ、救命胴衣、調査用ゴムボート、魚群探知機等） 
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 ⑥その他、特別必要としない類のもの（PC画面保護シート、マウスパット等） 

 ※判断が難しいものについては、NIES までご相談ください。 

 
（３）契約期間後の支出について 
 契約期間終了後の経費の支出については、以下の条件を全て満たす場合に限り、例

外的に委託費から支出することができます。 

①契約期間中に物品の収納又は役務の履行が完了しており、かつ請求書等により債務

が確定している場合であって、貴機関の支払い処理上支払手続きが契約期間終了後

となる場合。 

②委託業務精算報告書（「Ⅴ．完了・精算に係る手続き」参照）の提出時に、当該債務

と支出内容を証する証拠書類を添付できること。なお、委託業務精算報告書の提出

日より後に提出されたものは証拠書類として扱えないため、委託費として認められ

ません。 （例）契約期間最終月の賃金、リース料 など 

 

（４）不用額が発生する場合 
 委託業務費の執行を進める過程で、当初契約額に対して不用額（残額）が見込まれる

場合は、その時点で速やかに NIESまでご連絡願います。  

 
Ⅳ．契約変更・中止、備品管理等の手続き 
１．委託業務実施計画書による契約における変更契約の取扱い 

（１）NIESからの手続き 
 ※委託業務規程第１０条第１項 
①NIES から提示された「委託業務変更実施要領」を踏まえて、「委託業務変更実施計画

書」（当初作成した「委託業務実施計画書」を基に、変更のあった部分を下線で明示

する）を NIES へ提出してください。（事前に電子ファイルでも提出願います。） 

②計画変更について妥当と判断した場合、NIESから変更委託契約書２部を送付します。 

③変更委託契約書２部に公印を押印の上、１部を NIES へ返送してください。（残り１

部は貴機関で保管） 

 

（２）貴機関からの手続き（実施計画書により契約した場合に限る。） 
 ※委託業務規程第１０条第３項 
 ①「委託業務計画変更承認申請書」を NIESへ提出（事前に電子ファイルでも提出願い

ます。） 

 ②変更申請に当初作成した「委託業務実施計画書」を基に、変更部分を下線で明示す

る）を NIESへ提出（事前に電子ファイルでも提出願います。）。その後は（１）②と

同様。 
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※変更契約等が必要となるケース 

・委託業務実施計画書に記載された委託業務の内容を変更しようとするときは変更契

約等の手続きが必要となります。 

又は、経費区分の予算額（経費区分の流用額が 10 分の 1以上）を変更しようとする

ときは変更契約等の手続きが必要となります。（ここで言う「経費区分」とは人件費、

業務費区分を指します。なお、直接経費から一般管理費への流用は認められません。） 

・変更契約等の手続きをせず、実施計画書に記載した事項を一部でも行わなかった場

合は債務不履行となる可能性があります。 

・契約事務担当者並びに研究担当者間で、委託業務実施計画書の記載内容について正

確に情報共有を行うとともに、不明な点があれば早い段階で NIES 担当者に確認を行

ってください。 

 

※上記に該当しない場合でも、以下のような経費の変更については詳しく理由を確認

いたしますので、事前に NIES までご連絡ください。 

  ①経費の大幅な変更（費目毎に 20 万円以上かつ 10％以上の変更） 

  ②当初計画にない費目の追加 

  ③当初計画で支出予定であった費目の削除 

  ④旅費の行き先変更・追加（旅行目的が変更前と同一の場合、現地調査・研究者間

の打ち合わせ等の回数が微増減となる場合など、軽微なものを除く） 

  ⑤外注費・再委託費の増額・内容変更（軽微なものを除く）  など 

 

２．委託費による物品等の取得 

（１）物品の所有権 
 備品費による物品購入は、「委託業務実施計画書」及び契約時に提出頂いた「見積書」

に計上されたもの以外は原則として認められません。業務実施に必要な機器等につい

ては原則としてレンタル・リース等（借料及び損料）により導入願います。ただし、放

射線管理区域等で使用する場合などリースの扱いがない等のやむを得ない理由がある

場合はご相談ください。 

 備品費により購入した物品（以下、「備品」という。）の所有権は NIESに帰属します。

備品の取得後は、契約終了まで善良なる管理者の注意をもって管理いただき、契約終

了の際には、下記（３）の場合を除き、NIESに当該備品を返還いただきます（NIES か

ら指示のあった場合を除く）。 
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（２）物品の管理 
 備品については、貴機関の規程等に準じ適切に管理願います。また、取得時にはシー

ルを見やすい箇所に貼るなどして管理し、どの委託契約で取得したか把握できるよう

にしてください。 

 

  【資産管理ラベル例】2019.9より IC タグ付きに変更 

 

（３）契約終了後の貸付 
 契約期間終了後、翌年度以降も委託契約を締結し委託業務を行う場合には、その契

約期間中、NIES より備品の貸付を行うことができます。借受を希望するときは、本年

度の契約終了時に申請書類を提出願います。 

 申請を NIES が承認した場合は、物品貸借契約を締結し、貸付を行います。物品貸借

契約の終了時には、再度同様の契約を締結し引き続き使用する（翌々年度も委託業務

を実施する場合に限る。）か、もしくは借受者の費用負担により NIES に返還いただく

こととなります。 

 

３．その他の手続き 

（１）委託業務の中止・廃止 
 天災地変等やむを得ない事由により、委託業務の遂行が困難となったときは、「委託

業務中止（廃止）申請書」を NIESまで提出願います。 

 

（２）委託業務の再委任（再委託費・外注費） 
 契約締結後、委託業務の一部を第三者に委託（再委託費）し、又は請負わせる（外注

費）必要性が生じたときは「再委任等承認申請書」及び当該経費の根拠となる資料を

NIES まで提出願います。（委託業務実施計画書にあらかじめ再委託先及び再委託金額

が明記した上で NIES が契約締結すれば、改めての「再委任等承認申請書」の提出は不

要です。） 

申請無く経費を執行した場合、直接的経費での計上は認められません。また、外注

費と再委託費と双方にかかる消費税相当額の合計が直接的経費の１／２以上となるこ

とは認められません。 
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なお、申請時に再委託金額が定まっていない場合（競争入札等で再委託先を決定す

る等）は、再委託金額が確定後速やかに「再委任等届出書」を提出すること。 

 ※様式については、P２の３．作成時の注意事項に記載しております「NIES ホームペ 

ージ」に掲載しております。 

 

（３）業務成果の利用 
 契約書の規定により、あらかじめ書面による NIES の承認を得た場合でなければ委託

業務の結果について発表・出版等を行うことは認められておりません。発表・出版等

（例えば学会発表や論文発表など）を行いたいときは、「成果利用承認申請書」を事前

に NIES まで提出願います（「委託業務実施計画書」または「仕様書」であらかじめ示

されている場合を除く。）。 

 

（４）業務従事者の追加（実施計画書により契約した場合に限る。） 
 業務開始後、人事異動や新規雇用等で、委託業務実施計画書に記載された「委託業務

に従事する主たる職員」（以下、「業務従事者」という。）に追加が必要となった場合、

又は業務従事者の職名等に変更があった場合には届出が必要です。「業務従事者追加・

職名等変更届」を NIESまでご提出ください。 

 

Ⅴ．完了・精算に係る手続き 
１．完了・精算時の必要書類（概要） 

 委託業務の完了及びそれに伴う委託費の精算に当たって、契約書に基づき NIESへの提

出が必要な書類は以下のとおりとなります。 

提出期限までに報告書の提出がない場合、債務不履行となり、委託費の支払いができ

なくなり、既に前払を受けている場合はその全額を返還いただく可能性がございます。 

日常より予算の執行管理に努めるとともに、期限については遵守をお願いいたします。 

＜全機関共通＞ 

提出書類 提出期限 
提出方法 

紙 電子 

業務成果（研究成果）に

関する報告書 

業務完了期限まで 

 

実施計画書または仕様書に 

記載のとおり 

委託業務完了報告書 業務完了期限まで 

 △*2 

 

○ 

事前提出*1 
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委託業務精算報告書 

（経費収支明細、証拠

書類等を含む） 

契約期間経過後１０

日以内、又は４月１０

日までのいずれか早

い日 
△*2 

○ 

事前提出*1 

*1契約書に定められた提出期限より前に NIES から事前提出を依頼いたします。 

NIES 担当者の確認後、最終版を提出頂きます。 

*2提出書類について、押印省略での提出が可能です。押印省略をする場合は、PDF のみの

提出で構いません。 

  

※成果報告書・精算報告書は、弊所研究者及び会計課で検査した上で「額の確定通知」

を発行いたします。 

 

＜該当機関のみ＞ 

提出書類 提出期限 
提出方法 

作成様式 
紙 電子 

委託業務費精算払

請求書 

【前払で委託費全

額を領収していな

い機関のみ】 

額の確定通知受領

後速やかに 

△*1 ○ 

 

貴機関の様式 

物品の無償貸し付

けについて（申請） 

【備品費を購入さ

れ、翌年度以降も委

託契約を締結し委

託業務を行う場合】 

額の確定通知受領

後速やかに 

△*1 ○ 

 

参考様式２ 

*1提出書類について、押印省略での提出が可能です。押印省略をする場合は、PDFのみの

提出で構いません。  
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（参考）インボイス制度に伴う国立環境研究所の委託業務における消費税の取扱に 
ついて 

 
令和 5 年 10 月からのインボイス制度の開始に伴い、適格請求書発行事業者以外の者

（消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」とい

う。）からの課税仕入れについては、仕入税額控除を行うことができなくなりました（た

だし、6 年間の経過措置（※）あり。）。 
国立環境研究所の委託業務においては、仕入税額控除を受けることができない免税事

業者等との取引の消費税相当額のうち、経過措置適用額を除算した金額に、消費税及び

地方消費税の税率に相当する額を加算した金額（以下「インボイス制度影響消費税相当

額」という。）について、受託者からの求めに応じて、契約金額を上限に、委託費に計

上できることとしています。 
なお、委託費への計上を求めず、受託者側で自己充当を行うことも可能。 

 
（※）経過措置の適用期間等 

期 間 割 合 

令和５年 10 月１日から令和８年９月 30 日まで 仕入税額相当額の 80％ 

令和８年 10 月１日から令和 11 年９月 30 日まで 仕入税額相当額の 50％  

 
２．必要書類の詳細 

（１）業務成果（研究成果）に関する報告書 
業務成果（研究成果）に関する報告書は、委託業務実施要領「６．（２）結果の報告」

に基づき、委託業務の成果物として提出いただくものです。NIES 研究担当者の指示に従

い、直接、NIES 研究担当者宛にご提出ください。 

提出期限 

 

業務完了期限までに必着（厳守） 

 

 例：①契約期間が２月２８日までの場合は、 

    提出期限は２月２８日必着 

   ②契約期間が３月１８日までの場合は、 

    提出期限は３月１８日必着 

   ③契約期間が３月３１日までの場合は、 

    提出期限は３月３１日必着 
 

提出方法 

及び部数 

実施計画書または仕様書に記載の媒体（特に記載がなければ紙媒体）

を指定部数提出すること。 
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提出場所 NIES（研究担当者） 

作成様式 
任意の様式で作成すること。ただし、NIES 研究担当者より別途指定が

あったときは、その指示に従い作成してください。 

注意事項 

①委託業務実施要領または仕様書に基づき、リサイクル適正の表示等

を適正に行うこと。 

②報告書の具体的な名称は契約により異なります。（例：委託業務結果

報告書、委託業務報告書など）。NIES研究担当者から特段の指示がな

ければ、実施要領または仕様書に記載された名称を使用してくださ

い。 

 

（２）委託業務完了報告書 
委託業務完了報告書は、委託契約書に基づき、業務の完了を報告するものです。 

提出期限 

業務完了期限までに必着（厳守） 

例：①契約期間が２月２８日までの場合は、 

    提出期限は２月２８日必着 

   ②契約期間が３月１８日までの場合は、 

    提出期限は３月１８日必着 

   ③契約期間が３月３１日までの場合は、 

    提出期限は３月３１日必着 
 

提出方法 電子媒体又は紙媒体により提出期限必着でご提出ください。 

提出場所 NIES（会計課） 

その他 
※委託業務完了報告書の日付は、原則業務完了日又は契約期間最終日

付けでお願いします。 
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（３）委託業務精算報告書 
委託業務精算報告書は、委託契約書に基づき、業務の成果と委託費の支出内容を報告

するものです。必ず期限までにご提出ください。 

提出期限 

 

委託契約書に記載のとおり 

 

例：「契約期間経過後１０日以内、又は委託業務年度の翌年度の 

４月１０日のいずれか早い日まで」 

① 契約期間が２月２８日までの場合は、 

   提出期限は３月１１日 

②契約期間が３月１８日までの場合は、 

   提出期限は３月２８日必着 

②契約期間が３月３１日までの場合は、 

   提出期限は４月１０日必着 
 

事前（仮）

提出期限 

 

上記提出期限の前に、事前に電子媒体にて NIES 担当者まで提出頂

くよう依頼する場合がございますので、ご協力ください。 

なお、提出期限は別途連絡いたします。 

 

※提出書類に不足がある場合、不足部分を明示いただき、不足の支出

証拠書類を準備でき次第、随時電子媒体を送付ください。 

 

※事前提出は、基本的に受領した順に確認を行いますので、期限にか

かわらず早期のご提出にご協力願います。 

提出方法 

電子媒体又は紙媒体により提出期限必着でご提出ください。 

 

※電子媒体にてご提出いただく際には、１費目ごとにファイルにまと

め、ファイル名に番号を振るなどして適宜整理してご提出ください。 

 

※紙媒体にてご郵送いただく際には、経費収支明細のそれぞれの内訳

別紙の後ろに計上いただいた品名順になるように並べてご提出くだ

さい。なお、書類のホッチキス留めやファイリング、綴り紐をせず

に提出願います。（クリップやダブルクリップは使用可。） 

提出場所 NIES（会計課） 
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《精算報告書の作成方法について》 

① 委託業務精算報告書の構成 
   ア：表紙（「業務の実施状況」を含む） 

   イ：経費収支明細 

   ウ：経費変更理由書（該当する場合のみ） 

   エ：経費収支明細（内訳表）、及び内訳別紙 

   オ：支出内容を証する証拠書類 

  ＜参考＞提出書類の整理順（基本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ･･･以降も同様に重ねる 

  ※注意点～紙媒体～※ 

  ・書類のホッチキス留めやファイリング、綴り紐をせずに提出願います。（クリップや

ダブルクリップは使用可。） 

  ・異なる経費区分（費目）の証拠書類については、両面印刷で一枚にまとめないでくだ

さい。 

 

② 経費収支明細 
  作成いただくに当たり、以下２点についてご注意ください。 

  ・計上のない経費区分（費目）についても表示させてください。 

  ・経費区分の並び順については、変更しないでください。 

 

③ 経費変更理由書 
  以下の場合には、別紙として経費変更理由書を作成してください。 

オ 

証
拠
書
類
（×
×

費
） 

エ 

内
訳
別
紙
（×

×

費
） 

オ 

証
拠
書
類
（
△
△
費
） 

エ 

内
訳
別
紙
（
△
△
費
） 

エ 
経
費
収
支
明
細
（
内
訳
表
） 

ウ 

経
費
変
更
理
由
書 

イ 

費
収
支
明
細 

ア 委託業務精算報告書 

△△殿 

      ×× 

 ～～～～～～～～ 

     記 

１．業務の実施状況 
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  ア 経費の大幅な変更（費目毎に 20 万円以上かつ 10%以上の変更） 

  イ 当初計画にない費目の追加（変更前金額が０円の場合） 

  ウ 当初計画で支出予定であった費目の削除（変更後の金額が０円の場合） 

  エ 旅費の行き先変更・追加（旅行目的が変更前と同一の場合、現地調査・研究

者間の打合せ等の回数が微増減となる場合など、軽微なものを除く） 

  ※上記ア～エに該当しない場合でも、各費目の経費変更の妥当性を確認するため、

経費変更理由書への記載を求める場合がありますのでご了承ください。 

 

  作成いただくに当たり、以下ア～エについてご注意ください。 

  ア 増減率は、費目毎に「増減額（各費目の当初委託費額と支出済額の差額）÷委

託費（各費目の当初委託費額）」で算出します。 

  イ 費区分の費目（消耗品費、賃金など）ごとに項目をたて、理由を記載すること。 

  ウ 経費の執行を「取りやめた理由」と「新たに追加した理由」、又は「増額した理

由」「減額した理由」をそれぞれ委託業務（研究）上の理由から記載すること。 

  （悪い例：「○○を中止した分の代わりに△△を追加したため。」←それぞれが具体

的な理由になっていない。なぜ中止したのか又はなぜ追加する必要が生じたのか

の理由、及び変更を行っても「業務の内容」の履行に支障がない旨を記載するこ

と。） 

  エ 経費の変更により委託業務実施計画書に記載した業務の履行に支障が生じた場

合、あるいは経費区分（人件費、業務費）間の流用がいずれか１区分の 10%を超え

ている場合には、理由書の作成ではなく変更契約の手続きが必要（一般管理費は

流用不可）となります。判明した時点で速やかに NIES までご連絡願います。 

 

④ 経費収支明細（内訳表）、及び内訳別紙 

  共通事項 

ア 計上のない経費区分（費目）についても表示してください。（内訳シート備考欄

の内訳別紙の番号については、修正不要（欠番可）です。様式のままとしてくだ

さい。） 

  イ 証拠書類と経費収支明細とで、両書類の記載金額（単価等）が一致していない

場合は、内訳別紙の備考欄、又は欄外等に計算式などを注記してください。 

  ウ 提出前に必ず一度印刷するか印刷プレビューで確認するなどして、文字切れや

線切れ、様式の乱れなどがないかをご確認願います。（事前提出の時も同様） 

  エ エクセルファイルの計算式の設定にズレなどが生じている場合がございますの

で、必ず電卓にて手計算を行い、金額に誤りがないか、提出前にご確認願います。 

 

  旅 費 
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   内訳別紙に内容を記載の上、旅費の詳細内訳（乗車料金、日当、宿泊料等の明細）

が分かる旅費計算書・請求書等を提出してください。 

※但し、旅費計算書・請求書等が提出できない場合は、別途ご相談ください。 

 

  消耗品費 

  ア 証憑 1 つに対して一行にまとめて計上してください。明細は証憑にて確認しま

す。 例）○○○○ 4点 外○点 等 

  イ 品名は、証憑に併せて記載してください。あわせて証憑と突合出来るように、

伝票番号等を記載してください。 

 

⑤ 支出内容を証する証拠書類 
   貴機関で保管すべき帳簿及び支出内容を証する証拠書類のうち、下表にて例示す

る資料に該当するものの写しを委託業務精算報告書に添付してご提出ください。（名

称が一致するものがない場合でも、実質的に同等の内容となる書類を用意してくだ

さい。） 

 

  ※必要に応じ、下表に記載のない資料の写しについても提出を求める場合がありま

すので、直ちに提出できるよう適切に整理・保管しておいてください。 

  ※証拠書類のない費用、又は証拠書類を直ちに提出できない費用については、委託

費（直接的経費）として認められませんので、あらかじめご了承ください。 
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＜必要証拠書類一覧（例示）＞ 

種別 
経費 

区分 
費目 提出する証拠書類の写し例 

直接的 

経費 

人件費 人件費 ①「人件費支給額」計算表（委託業務精算報告書

Excel のシート） 

※人件費単価（時給・日給等）×数量（時間数・日

数等）だけでは計算できない場合（＝通勤手当や法

定福利費等を計上する場合）に提出 

②雇用契約書、または労働条件通知書 

③出勤簿 

④給与台帳（職員別給与簿） 

⑤各保険料における事業主負担分の掛率を証する

書類 

⑥給与規程 

 

【注意事項】 

・雇用契約書等にて、当該委託事業に従事すること

が明確にわかるようにしてください。 

 例）○○委託業務の○○担当 

・本委託費業務専従ではなく、従事時間数やエフォ

ート率等で勤務を管理している場合には、出勤簿

の他に「業務従事日誌」等を提出すること。 

・エフォート率で計上される場合は、当該エフォー

ト率が契約期間内で達成できていることが確認

出来ることが条件となります。 

・住所等、個人情報に該当する箇所がある場合は、

黒塗りにするなどの処理を行った上で提出願い

ます。 

 業務費 旅費 ①旅費計算書・請求書等（概算払いの場合、精算状

況を証する書類も添付） 

②航空券半券の写し（国内・国外問わず） 

③出張報告書等（外国旅費の場合のみ） 

④旅費規程 

⑤学会発表をしたことが分かる資料（学会発表に伴

う出張のみ） 
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種別 
経費 

区分 
費目 提出する証拠書類の写し例 

直接的 

経費 

業務費 旅費 【注意事項】 

・旅費計算書・請求書等については、出張者や請求

者、旅行命令者、決裁者等の押印がされているも

のを添付すること。 

（貴機関の規程により押印を省略されている場合

は、内訳別紙の欄外にその旨明記すること。） 

  諸謝金 ①依頼内容が分かる書類 

②請求書又は支払計算書 

③金額を定めた根拠書類（謝金単価基準表等） 

 

【注意事項】 

・住所や入金口座等、個人情報に該当する箇所があ

る場合は、黒塗りするなどの処理を行った上で提出

願います。 

  備品費 ①納品書及び検収日のわかる書類 

②領収書又は請求書 

③契約書（あれば） 

 

【注意事項】 

・備品を購入した場合は、契約終了後に所定の手続

きを行う必要がありますのでご注意ください。 

  消耗品費 ①消耗品費計上理由書（取得価格が 10 万円を超え

る消耗品を計上した場合） 

②納品書及び検収日のわかる書類 

③領収書又は請求書 

 

  賃金 ①「賃金支給額」計算表（委託業務精算報告書の

Excel のシート） 

※賃金単価（時給・日給等）×数量（時間数・日

数等）だけでは計算できない場合（通勤手当や法

定福利費等を計上する場合）に提出 
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種別 
経費 

区分 
費目 提出する証拠書類の写し例 

直 接

的 

経費 

業務費 賃金 ②雇用契約書、または労働条件通知書 

③出勤簿④給与台帳（職員別給与簿） 

⑤各保険料における事業主負担分の掛率を証す

る書類 

⑥給与規程 

【注意事項】 

・本委託費業務専従ではなく、従事時間数やエフ

ォート率等で勤務を管理している場合には、

出勤簿の他に「業務従事日誌」等を提出するこ

と。 

・エフォート率で計上される場合は、当該エフォ

ート率が契約期間内で達成できていることが

確認出来ることが条件となります。 

・住所等、個人情報に該当する箇所がある場合は、

黒塗りするなどの処理を行った上で提出願い

ます。 

  借料及び 

損料 

①納品書 

②領収書又は請求書 

③レンタル（リース）契約書等 

④会議開催に係る資料（会場借料の場合） 

 

  雑役務費 ①領収書又は請求書 

②保守契約等各種契約書（あれば） 

③学会発表をしたことが分かる資料（学会参加費） 

  印 刷 製 本

費 

①納品書 

②領収書又は請求書 

③契約書（あれば） 

  その他経費 （会議費） 

①領収書又は請求書等 

②会議の開催実績が分かる資料（出席者数が確認で

きるもの） 

③会議規則 
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（４）委託業務精算払請求書 
  ※既に前払で委託費全額の支払いを受けている場合は提出不要 

   委託業務精算報告書提出後、NIES の検査を経て委託費が確定となった後、確定後

の金額をもとに精算払いを行います。NIES から送付する「額の確定通知書」を受理

種別 
経費 

区分 
費目 提出する証拠書類の写し例 

 

直接的 

経費 

業務費 そ の 他 経

費 

（通信運搬費） 

①納品書 

②領収書又は請求書 

③契約書（あれば） 

 

   （光熱水料費） 

①領収書又は請求書 

②本委託業務分を算出したことが分かる書類 

  外注費 ①役務契約書 

②領収書又は請求書 

  再委託費 ①再委託契約書 

②額の確定通知（貴団体機関発行） 

③再委託費請求書 

  消費税相

当額 

－ 

間接

的経

費 

一 般 管

理費 

－ － 

その他の注意事項 【注意事項】 

・外貨を使用した場合は、為替レートが分かる資

料を添付すること。 

・委託業務精算報告書の発行日より後の日付（発

行日等）が記載されている資料は、当然ながら

証拠書類として認められません。NIES から追

加提出を求めた資料などにおいては特にご注

意ください。 
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されましたら、速やかに各機関の様式による「精算払請求書」にて委託費を請求し

てください。 

 

（５）物品の無償貸し付けについて（申請） 

  ※事前に承認を得て、備品費にて物品を購入している場合のみ該当 

   契約期間終了後、翌年度以降も委託契約を締結し委託業務を行う場合には、その

契約期間中、NIES より備品の貸付を行うことができます。借受を希望するときは、

額の確定受領後に申請書類を提出願います。 

   申請を NIES が承認した場合は、物品貸借契約を締結し、貸付を行います。物品貸

借契約の終了時には、再度同様の契約を締結し引き続き使用する（翌々年度も委託

業務を実施する場合に限る。）か、もしくは借受者の費用負担により NIES に返還い

ただくこととなります。 

  ※次年度以降の委託業務の継続が無い場合、備品の借受を希望しない場合、又はNIES

が貸付を行わない場合には、借受者の費用負担により NIES に返還いただきます。 

   契約終了時に NIES に申し出るとともに、NIES から指示があるまでは、善良なる

管理者の注意をもって管理してください。 

 

３．中間検査  

必要に応じて、経理処理状況等確認のため、契約締結日から年度途中までの執行状況

についての報告書を証拠書類とともにご提出をお願いする場合がございます。なお、中

間検査の提出をお願いする場合は、７月から１１月頃にその旨ご連絡させていただく予

定です。 

 

４．検査について 

①完了・精算に係る確定検査は、書面検査又は実地検査のいずれかにより実施します。

実地検査を行う場合、事前に日程調整等の連絡を行いますので、あらかじめご承知置き

ください。 

②上記以外にも、例えば会計検査院による実地検査の対象契約となった場合や、NIES の

内部監査が行われる場合等には、契約期間終了後（あるいは契約期間中）にも証拠書類

等の確認を行う場合があります。契約書の規定により、委託費に係る帳簿及びその支出

内容を証する証拠書類を契約終了の翌年度から５年間保存いただきますが、求めに応

じて開示できるように、適切に保管くださいますようお願いいたします。 
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５．その他注意事項 

・押印省略での提出が可能となっている書類については、担当者連絡先の記入を必須と

します。 

 

担当者連絡先 

部署名： 

責任者名： 

担当者名： 

TEL： 

E-Mail： 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計事務担当者及び連絡先 
 

〒305-8506  茨城県つくば市小野川１６－２ 

国立研究開発法人国立環境研究所 

総務部会計課 契約第二係 

電 話： ０２９－８５０－２８１２ 

ＦＡＸ： ０２９－８５１－４７３２ 

E-mail： itaku-keiyaku@nies.go.jp 
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